
１ 介護保険に関する組織及び主な分掌事務  
令和４年４月１日現在 

・介護保険事業計画に関すること。 

・介護保険事業の諸調査及び報告に関すること。 

・指定地域密着型（介護予防）サービス事業者、総合サービス事業指定

事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の

指定に関すること。 

・指定介護サービス事業者等に対する指導監督に関すること。 

・地域密着型サービスの整備に関すること。 

・介護保険給付に関すること。 

・介護保険サービス利用料の減免に関すること。 

・第三者行為による求償事務に関すること。 

・高額介護サービス費に関すること。 

・介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 

・介護保険相談に関すること。 

・介護サービス事業者への支援に関すること。 

・介護人材確保、定着に関すること。 

・介護保険の被保険者の資格の得喪に関すること。 

・介護保険料の賦課及び調定、減免、徴収、滞納金の督促、滞納処分等

に関すること。 

・介護保険の電算システムに関すること。 

・要介護認定審査に関すること。 

・介護認定審査会の運営に関すること。 

・要介護認定申請事務に関すること。 

・要介護認定調査に関すること。 

 

・高齢者福祉施設の整備等に関すること。 

 

 

・高齢者の相談及び援護に関すること。 

・高齢者自立生活支援事業に関すること。 

・高齢者の権利擁護及び虐待に関すること。 

・特別養護老人ホーム入所選考者名簿の作成に関すること。 

 

・高齢者あんしん相談センターの運営及び連絡調整に関すること。 

・地域包括ケアシステムに関すること。 

・地域包括ケア推進委員会に関すること。 

・地域ケア会議に関すること。 

・ハートフルネットワーク事業に関すること。 

 

・介護予防の総合的企画及び調整に関すること。 

・介護予防の推進に関すること。 

・文の京介護予防体操の普及・啓発に関すること。 

・介護予防の評価に関すること。 

・地域介護予防活動支援事業(通いの場)に関すること。 

 

・認知症施策総合推進事業に関すること。 

 
 
・成年後見制度の利用支援に関すること。 
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